様式第2号(第6条関係)
第　　　　　号　
年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊郷町長　　　　　　　　　　印　



豊郷町障害者日中活動の場支援事業費補助金交付決定通知書

　　　年　　月　　日付けで申請のあった　　　年度豊郷町障害者日中活動の場支援事業費補助金(　　年　　月～　　年　　月分)については、次のとおり交付することに決定したので、豊郷町障害者日中活動の場支援事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第6条の規定により、通知します。


1　交付決定額　　　　　　金　　　　　　　　　　円

2　交付の条件
(1)　この補助金を申請書記載の事業の目的以外に使用しないこと。
(2)　豊郷町補助金等交付規則(以下「規則」という。)および要綱を遵守すること。
(3) 事業の内容に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出ること。
(4)　この補助金に係る実績報告書を当該事業完了の日から1箇月以内または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出すること。
(5)　要綱の規定に違反した場合に、町長が、補助金の交付決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命じたときは、異議なくこれに応じること。
(6)　この補助金に係る予算および決算ならびにその運用に関する書類は、事業完了後5年間保存すること。

